
 

第５回燃費向上ＷＧの検討結果と本日の検討事項 

 

１．第５回燃費向上ＷＧの検討結果（2007 年 12 月 13 日（木）開催） 

１）各主体における役割整理図について 

２）アウトプットの方向性、編集方針等の検討 

  ・ねらいと活動項目  

  ・燃費目標値について 

  ・編集方針 

   

＜決定事項＞ 

１）役割整理図について 

（１）一部項目の修正 

（２）着荷主に関わる環境取組方針やグリーン調達の側面からの配慮といった事項の整理 

 

２）アウトプットの方向性について 

（１）燃費目標値については、第６回ＷＧで検討 

  

２．第２回少人数検討会の開催（2007 年 12 月 20 日（木）開催） 

   １）各主体の役割整理図の修正案の検討 

     →第 11 回委員会開催案内送付時に委員会メンバーへ事前送付 

 

３．本日の検討事項 

１）役割整理図の修正内容の確認（資料２－１、２－２、２－４赤字部分） 

２）着荷主に関わる部分の検討（資料２－３） 

３）燃費目標値について（資料３） 

４）アウトプットについて（資料４－１、４－２） 

以 上 
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燃費向上 WG



エコドライブ推進のための各主体における役割整理図 

－ＰＨＡＳＥ Ⅰ 自社におけるエコドライブ活動－（修正素案ver0.1） 

 

 

 

 

 

輸送事業者（元請事業者）

ＳＴＥＰ２ エコドライブ活動の実践

＜１－１＞ 経営者としての環境取組方針検討、策定

・全社をあげた環境取組方針策定 

ＳＴＥＰ１ 意識づけ 

＜２－１＞目標設定 

・現状把握 
・エコドライブ基本方針（実施項目及び重点施策）の策定 
・社内体制構築 
・目標値の設定 

＜２－２＞エコドライブ活動の実施と実績（燃費）管理 

・運行管理者、整備管理者への教育 
・ドライバー教育 
・ドライバーによる実践 
・実績（燃費）値の管理 
・添乗指導（運行管理者による安全を含めた指導 

/メーカー指導員の活用） 
・外部講習会（トラックメーカー等主催）の活用 
・チェックリストの活用 

ＳＴＥＰ３ 活動の評価・見直し 

＜３－１＞活動の評価 

・目標との差異確認、分析 
・ドライバーへの現状確認（問題点抽出） 

＜３－２＞見直し 

・問題点に対する解決策の策定及び実施 
・新しい施策の検討、実施 

ＳＴＥＰ４ 継続的改善に向けた取組

＜４－１＞新たな目標の設定 

・活動を踏まえた新たな目標の設定 
・（取り組む事業所を限定している場合は）対象範囲の拡大 
・エコドライブに関する最新情報の入手 
（関連団体、他社事例等） 

＜１－２＞ 営業所長、管理者、ドライバー等
への意識づけ 

・営業所長、総括安全衛生責任者等へのエコドライブの意義
等の意識づけ 

・管理者、ドライバーへのエコドライブの意義等の意識づけ

＜４－２＞荷主との情報交換 

・状況報告 
・問題点についての報告 
・荷主からのアイデア収集 

＜３－３＞表彰制度 

・社内表彰の推進 
・社外コンテスト活用の検討 

＜３－４＞ＥＭＳ機器等の活用 

・ＥＭＳ機器の活用 
・エコタイヤ、蓄熱マット、蓄冷クーラー等の導入 

＜４－３＞経営者としてのレビュー 

・現状の活動に対する定期的なレビュー 
・新たな環境取組方針の策定 

＜３－５＞グリーン経営認証登録への取組 

・グリーン経営推進マニュアルの確認 
・グリーン経営推進チェックリストによる自己診断 
・グリーン経営認証登録 

輸送事業者（元請事業者） 輸送事業者（協力会社） 

＜目標値例＞ 
・燃費値 
・安全の向上（事故率等） 
 

＜施策例＞ 
・エコドライブ活動実践 
・低燃費車、トップラン
ナー車の導入 

資料２－１ 

2008.1.17 



エコドライブ推進のための各主体における役割整理図  

―ＰＨＡＳＥ Ⅱ 発荷主、元請事業者、協力会社のコミュニケーションの確立による 

エコドライブ推進―（修正素案ver0.1） 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ１ 協力会社とのコミュニケーションの確立 

＜１－１＞ エコドライブに関する意識づけ及び依頼 

・協力会社の経営者に対するエコドライブの意識づけ及び依頼 

＜１－２＞ 情報共有と状況確認 

・協力会社会議等の定期的会合の実施（既存の安全衛生協議会等でのエコ
ドライブを議題とした活動含む） 
・実施状況の確認 

ＳＴＥＰ２ 協力会社にかかわるエコドライブ支援 

＜２－２＞ 課題収集と対策案検討 

・エコドライブ実施時の問題点収集と対策案検討 

＜２－１＞ エコドライブ活動支援 

・自社取組の紹介 
・燃費管理方法の紹介 
・エコドライブテキスト作成のための支援 
・既存のマニュアル、事例集の紹介 
・実技指導への協力 
・自社エコドライブ指導会への参加要請 
・グリーン経営推進マニュアルの紹介 

＜２－３＞支援機器等の情報提供等 

・ＥＭＳ機器の効果説明 
・エコタイヤ、蓄熱マット、蓄冷クーラー等の紹介 
・各種補助制度の紹介 

輸送事業者（元請事業者） 

発荷主 

ＳＴＥＰ１ 元請事業者とのコミュニケーションの確立 

＜１－１＞ エコドライブに関する意識づけ及び依頼 

・元請事業者の経営者/営業所長、担当責任者に対するエコドライブの意識
づけ及び依頼 

＜１－２＞ 情報共有と状況確認 

・定期的会合、又は定期的な情報交換の実施 
・実施状況の確認 
・課題の整理及び解決策の検討 

資料２－２ 
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エコドライブ推進のための各主体における役割整理図  

―ＰＨＡＳＥ Ⅲ 着荷主の調達段階におけるエコドライブへの配慮―（案ver0.1） 

 

 

 

 

着荷主 

＜１－１＞ 調達物流の把握 

・調達物流の現状把握 
・購買担当者へのエコドライブに関する情報提供 
・発荷主に対するエコドライブ取組状況の確認 

ＳＴＥＰ１ 調達段階におけるエコドライブへの配慮 

＜１－２＞ エコドライブへの配慮を含めたグリーン調達の実施 

・調達先選定時の配慮 
・調達の実施 
・実施時の課題収集 
・発荷主との定期的な意見交換 

資料２－３ 
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エコドライブ推進のための各主体における役割整理図 

－ＰＨＡＳＥ Ⅳ エコドライブのさらなる推進に向けた４者による取組項目－(修正素案ver0.1) 

 

 

 

 

出荷車両台数削減 

＜積載率向上、車両大型化につながる取組＞ 
・配送頻度の見直し、効率的な配送コースの

設定 
・輸送頻度の見直し、ロットの適正化 
・共同輸配送 
・輸送事業者への早めの出荷物量情報提供 

・出荷待ち時間等の実態把握、分析 
・積み込み開始時間の伝達 
・出荷作業効率化 
・出荷ダイヤグラムの運用 
・積み込み作業改善 
・出荷バースの整備 

出荷待ち時間削減に向けた取組 

＜積載率向上、車両大型化につながる取組＞ 
・共同輸配送（輸送事業者主導型） 
・発荷主に対し、早めの出荷物量情報提供の

要請 

エコドライブ推進のための協力 

エコドライブ推進のための協力要請 

・運行時間（速度、労務管理上の休憩時間含む）

に配慮した運行依頼 
・荷主事情による出発時間遅延時の輸送時間の

再設定、及び着荷主への伝達 
・到着遅延情報の着荷主への伝達 

敷地内アイドリングストップの徹底 

・アイドリングストップの啓発（看板の掲示等） 
・輸送事業者への依頼 
・巡回パトロールによる指導 
・待機所、ドライバー控え室等の整備 

輸送事業者（元請事業者） 輸送事業者（協力会社） 

発荷主 着荷主 

入荷待ち時間削減に向けた取組 

・入荷待ち時間等の実態把握、分析 
・荷卸開始時間の伝達 
・入荷作業効率化 
・入荷ダイヤグラムの運用 
・荷卸作業改善 
・入荷バースの整備 

敷地内アイドリングストップの徹底 

・アイドリングストップの啓発（看板の掲示等） 
・輸送事業者への依頼 
・巡回パトロールによる指導 
・待機所、ドライバー控え室等の整備 

入荷車両台数削減 

＜積載率向上、車両大型化につながる取組＞ 
・配送頻度の見直し、効率的な配送コースの

設定 
・輸送頻度の見直し、ロットの適正化 
・共同輸配送 

エコドライブ推進のための協力 

・運行時間（速度、労務管理上の休憩時間含む）

に配慮した運行依頼への理解 
・荷主事情による出発時間遅延時の輸送時間再

設定への理解 
・到着遅延時の理解、ドライバーへの配慮 

・発着荷主敷地内におけるアイドリングストッ

プ実施時の課題の報告 

敷地内アイドリングストップ上の課題報告

・運行時間（速度、労務管理上の休憩時間含む）

に配慮した運行依頼の要請 
・荷主事情による出発時間遅延時の輸送時間再設

定の要請 
・到着時間の変更等に関する発荷主への伝達・ 
報告 

 

自社におけるエコドライブ活動推進 

・意識づけ 
・エコドライブ活動の実践 
・活動の評価・見直し 
・継続的改善に向けた取組 
（⇒詳細はＰＨＡＳＥⅠ参照） 

入出荷車両台数削減 

資料２－４ 
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第５回ＷＧからの変更点について 

 

１．ＰＨＡＳＥⅠ 自社におけるエコドライブ活動 

番号 変更箇所 変更理由 備考 

１ ＜１－２＞営業所長、管理者、ドライバー等・・・ 

・営業所長、統括安全衛生責任者等へのエコドライブの

意義等の意識づけ 

管理者、ドライバーの前に、各営業所の長、及び労働安全

衛生法で定められた総括安全衛生管理者等への意識づけ

を行うことで、営業所全体としての活動とするため 

総括安全衛生管理者 

…運送業では常時使用する労働者

100 名以上の事業場で設置義務 

（50 名以上の場合は安全管理者） 

２ ＜１－４＞ 

・エコドライブに関する最新情報の入手 

（関連団体、他社事例等） 

全体の進め方を見直す際に、他社事例等の関連情報を参照

することは有益であると考えられるため 

 

 

２．ＰＨＡＳＥⅡ 発荷主、元請事業者、協力会社におけるコミュニケーションの確立 

番号 変更箇所 変更理由 備考 

３ （発荷主にかかる部分） （前回委員会を受けて、第２回少人数検討会で検討、作成）  

４ 

 

（輸送事業者（元請事業者）に関わる部分） 

＜１－２＞情報伝達と意識づけ情報共有と状況確認 

意識づけや依頼（元請→協力会社への一方向の依頼）については、＜１－１＞で

記載しており、ここでは、双方向の対話、やりとりを意識させる項目とするため

 

 

３．ＰＨＡＳＥⅢ 発荷主、元請事業者、協力会社におけるコミュニケーションの確立 

  （第２回少人数検討会で新規作成） 

 

４．ＰＨＡＳＥⅣ エコドライブのさらなる推進に向けた４者による取組項目 

  ＜２点の変更理由（メンバー意見）＞ 

 （路線業者の立場としては）早めの出荷物量の情報提供により、集荷する車及び幹線輸送する車の調整と関連する。したがって、発荷主からの出荷物量

情報の提供が結果としてエコドライブにつながるため                     

注 第５回ＷＧの議論を経て、変更した事項は上記に記載していない                                         以  上 
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1 

燃費目標値について（修正案） 

 

１．燃費目標値の設定理由 

  目標値の設定理由は以下のとおりである。 

   ●ＰＨＡＳＥⅠ ＳＴＥＰ４ ＜４－１＞の際の目標値の参考値を提示する。 

    

   （説明） 

活動開始当初は、目標値を設定せずに活動を進めるケースが多いと考えられるが、継続的

に活動を進める際の参考となる値を提示とする 

  

 ２．目標値（案） 

燃費値前年度比１％改善 

     

    その他考えうる値  

      ・１％以上改善（→より削減を進めるために） 

      ・６％改善  （→京都議定書における我が国の国際公約） 

 

 ３．上記の設定理由 

   ・省エネ法における中長期的に見てエネルギー使用原単位の年平均１％削減に対応 ＊１ 

   ・さらに一歩進めて 

省エネ法の義務対象、エコドライブ活動への今までの進捗度合いにとらわれず、ロジステ

ィクスに携わる企業（もしくはロジスティクス環境会議メンバー企業）の目標値となるよ

うな形としてはどうか。 

 

＊１ 下記のようなケースも考えられることから、荷主においては、燃費値“１％”改善と、

荷主全輸送にかかわるエネルギー使用原単位“１％”削減は厳密には対応しない 

    

図表１ 燃費値と荷主全輸送にかかわるエネルギー使用原単位の対応イメージ 

×１年度                  ×２年度 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 輸送トンキロ等は変化なく、トラックのエネルギー使用量のみ１％削減を想定 

  

資料３ 

2008.1.17 

機関 エネルギー使用量 
トラック   ２００ 

鉄道    １５ 
船舶    １５ 

合計   ２３０ 

機関 エネルギー使用量 
トラック   １９８ 
鉄道    １５ 
船舶    １５ 

合計   ２２８ 

１％ 

0.9％ 



 

2 

４．範囲等（仮に ３項の二重線を考えた場合。考慮しなければ、下記不要） 

  基本的には、自社車両部分とするが、自社が支援/協力し効果が出た部分、あるいは情報が捉

えられた燃費は、数値として含めることとして構わない。 

  

１）協力会社 

   自社車両の燃費 

  

２）元請事業者 

    自社車両の燃費＋ＰＨＡＳＥⅡとして支援/協力した協力会社の燃費 

   

  ３）発荷主 

    （自社車両の燃費）＋ＰＨＡＳＥⅡ、Ⅳとして支援/協力した元請、協力会社の燃費 

 

  ４）着荷主 

    ＰＨＡＳＥⅢ、Ⅳとして発荷主、元請事業者、協力会社に協力した結果、得られた燃費） 

 

＊省エネ法の算定範囲とは異なる。 

＊法的な効力を持たせるものではないことから、全社からの燃費データ提供等を義務付けるも

のではない。 

 ＊ロジスティクス環境宣言（参考資料３参照）の第１項に追加？ 

以 上 



 

アウトプットの目次構成（案） 

 

 

序章 はじめに 

 

第１章 エコドライブ推進のための各主体の役割 

  １．エコドライブの目的 

  ２．各主体の役割整理図の概要 

    ・ＰＨＡＳＥ Ⅰ 

    ・ＰＨＡＳＥ Ⅱ 

    ・ＰＨＡＳＥ Ⅲ 

    ・ＰＨＡＳＥ Ⅳ 

 

第２章．エコドライブ実施時に発生する課題と解決事例 

  １．はじめに 

  ２．第２章における事例分類 

  ３．課題と解決事例 

 

（まとめ） ⇒未作成  

 

＊ 章番号等は、全体構成（資料 14）と同期させるため、要調整 

 

以 上 

資料４－１ 
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「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」のあらまし（東京労働局ＨＰより） 

 

◎労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生

管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任を義務づけています。 

◎総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日

から 14 日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。 

総括安全衛生管理者 

［労働安全衛生法第 10 条（労安全衛生法施行令第 2 条、労働安全衛生規則第 2 条等）］ 

１ 総括安全衛生管理者 

 労働安全衛生法第 10 条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「統括

安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または

健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。  

２ 総括安全衛生管理者の責任 

 総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。  

業    種 
事業場の規模 

（常時使用する労働者数） 

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 １００人以上 

製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信

業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家

具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備

業及び機械修理業 

３００人以上 

その他の業種 １，０００人以上 

３ 選任すべき者の資格要件 

 当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者（工場長など）  

４ 総括安全衛生管理者の職務 

 安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。 

ア 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること 

イ 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること 

参考資料１ 
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ウ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること 

エ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 

オ その他労働災害を防止するため必要な業務 

  

（ア） 安全衛生に関する方針の表明に関すること。 

（イ） 危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 

（ウ） 安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 
 

  

安全管理者 

［労働安全衛生法第 11 条（労働安全衛生法施行令第 3 条、労働安全衛生規則第 4 条等］ 

１ 安全管理者 

 労働安全衛生法第 11 条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全

衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。  

２ 安全管理者の選任 

 安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。  

業    種 
事業場の規模（常時使用する労

働者数） 

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含む。）、電気

業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅ

う器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売

業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 

５０人以上 

 

また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち１人を専任を安全管理者とすることとなっています。 

業    種 
事業場の規模（常時使用する労

働者数） 

建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 ３００人 

無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送

業 
５００人 

紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 １，０００人 

上記以外の業種 ２，０００人 

３ 選任すべき者の資格要件 

（1） 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。 
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ア 大学の理科系の課程を卒業し、その後 2 年以上産業安全の実務を経験した者 

イ 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後 4 年以上産業安全の実務を経験した者 

ウ その他厚生労働大臣が定める者 

（理科系統以外の大学を卒業後 4 年以上、同高等学校を卒業後 6 年以上産業安全の実務を経験した

者、7 年以上産業安全の実務を経験した者等） 
 

（2） 労働安全コンサルタント 

  

４ 安全管理者の職務 

 安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。 

ア 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置

イ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検 

ウ 作業の安全についての教育及び訓練 

エ 発生した災害原因の調査及び対策の検討 

オ 消防及び避難の訓練 

カ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督 

キ 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 

など。  

衛生管理者 

［労働安全衛生法第 12 条（労働安全衛生法施行令第 4 条、労働安全衛生規則第 7 条）］ 

１ 衛生管理者 

 労働安全衛生法第 12 条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛

生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。  

２ 衛生管理者の選任 

 常時 50 人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。 

 ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。  

事業場の規模（常時使用する労働者数） 衛生管理者の数 

50 人～200 人 

201 人～500 人 

501 人～1，000 人 

1 人 

2 人 

3 人 



4 

1，001 人～2，000 人 

2，001 人～3，000 人 

3，001 人以上 

4 人 

5 人 

6 人 

 

 また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち 1 人を専任の衛生管理者とすることとなっていま

す。 

イ 業種にかかわらず常時 1，000 人を超える労働者を使用する事業場 

ロ 常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に常時 30 人以上の労

働者を従事させるもの 

なお、常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の

有害物を発散する場所における業務などに常時 30 人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち 1

人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。  

３ 選任すべき者の資格要件 

事業場の業種ごとに選任しなければならない免許等保有者は、次のとおりです。 

業    種 免許等保有者 

農林水産業、鉱業、建設業、製造業（物の加工業を含

む。）、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自

動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 

第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理

者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛

生コンサルタントなど 

その他の業種 

第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許も

しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または

医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど 

 

※免許を受けることができる者 

○衛生管理者（第一種・第二種） 

・衛生管理者免許試験（第一種・第二種）に合格した者 

・保健師、薬剤師など 

○衛生工学衛生管理者 

・大学または高等専門学校において、工学または理学に関する課程を修めて卒業した者等で、一定の講習を

修了した者など 

４ 衛生管理者の職務 
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（１）衛生管理者の職務  

ア 健康に異常のある者の発見及び措置 

イ 作業環境の衛生上の調査 

ウ 作業条件、施設等の衛生上の改善 

エ 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 

オ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項 

カ 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成

キ 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備 

 など。  

（２）定期巡視 

少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労

働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。 

  

産業医 

［労働安全衛生法第 13 条（労働安全衛生法施行令第 5 条、労働安全衛生規則第 13 条等）］ 

１ 産業医 

 労働安全衛生法第 13 条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、

専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。 

２ 産業医の選任 

 常時 50 人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。 

 ただし、常時 3，000 人を超える労働者を使用する事業場では、2 人以上の産業医を選任することとなっていま

す。 

 なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。 

ア 常時 1，000 人以上の労働者を使用する事業場 

イ 一定の有害な業務に常時 500 人以上の労働者を従事させる事業場

３ 選任すべき者の資格要件 

 医師であって、次のいずれかの要件を備えた者 

ア 厚生労働大臣の定める研修（日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座）の修

了者 
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イ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの 

ウ 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者 

エ 平成 10 年 9 月末時点において、産業医としての経験が 3 年以上である者（経過措置） 

４ 産業医の職務 

（１）産業医は、主に次の事項を行うこととされています。 

ア 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関す

ること 

イ 作業環境の維持管理に関すること 

ウ 作業の管理に関すること 

エ 労働者の健康管理に関すること 

オ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること 

カ 衛生教育に関すること 

キ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること 

（２）勧告等 

 労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必

要な勧告をすることができます。 

 また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指

導、助言をすることができます。 

（３）定期巡視 

 少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者

の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。  

 
以 上 
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燃費目標値の設定について（案） 

（第５回ＷＧ 配布資料３－４） 

 

１．はじめに 

エコドライブの推進のための活動項目を整理したが、具体的にこれらの活動を実施し、到達す

べき燃費目標値＊１を設定するかどうか、検討が必要と考える。 

ただし、設定の有無を議論する前に、基準となりうる値等を整理、確認した上で、最後に検討

することとしたい。 

   ＊１ あくまでも環境会議という活動体としての目標（ただし、定常的に使用している協力会社部分含む）であり、法的な目標

設定を要求するといった意味合いのものではない。 

 

  ２．基準燃費値設定にあたって参考となる値 

１）燃費値そのものを決定する際の参考となる値 

（１）省エネ法でのデフォルト値 

   省エネ法でのデフォルト値は、以下のとおりである。 

 

 図表 1 経済産業省 告示第６６号 別表第２ 

輸送の区分 燃費(km/l) 
燃料 最大積載量（ｋｇ） 営業用 自家用 

軽貨物車 ９．３３ １０．３ 
～１，９９９ ６．５７ ７．１５ 

 
ガソリン 
 ２，０００kg 以上 ４．９６ ５．２５ 

～９９９ ９．３２ １１．９ 
１，０００～１，９９９ ６．１９ ７．３４ 
２，０００～３，９９９ ４．５８ ４．９４ 

４，０００～５，９９９ ３．７９ ３．９６ 

６，０００～７，９９９ ３．３８ ３．５３ 
８，０００～９，９９９ ３．０９ ３．２３ 

１０，０００～１１，９９９ ２．８９ ３．０２ 

 
 
 

軽油 
 
 

１２，０００～１６，９９９ ２．６２ ２．７４ 
出典：パンフレット「改正省エネ法の概要（輸送に係る措置） 経済産業省・国土交通省」Ｐ６

より作成 

 

 ← ＣＯ２委員会メンバーの輸送事業者 11 社を対象にした調査では、４トン車、10 トン車そ

れぞれについて、上記よりも燃費値が良いという結果 
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（２）関東運輸局、神奈川県及び（社）神奈川県トラック協会実施の調査 

 

図表２ 平成１７年度のトラック燃費データ 

 トラック区分 平均燃費（ｋｍ/l） 対象台数（台） 

 小型トラック（車両総重量 5～7ｔ） ５．７５ ４,４５４ 

 中型トラック（車両総重量 8ｔ） ５．００ ４,０６４ 

 大型トラック（車両総重量 20～25ｔ） ３．２０ ３,７８１ 
 

 平成１８年度 エコドライブ等実施状況調査結果より

 

 

出典：神奈川県ホームページより 

 

  ２）削減率を決定する際に参考となる値 

  （１）省エネ法 

     “中長期的に年平均１％削減” 

    

  （２）京都議定書との関係 

   ⅰ）京都議定書目標達成計画とは 

京都議定書目標達成計画とは、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117

号）に基づき、2005 年２月の京都議定書発効を受けて、我が国が６％削減約束を確実に達

成するために必要な措置を定めるものとして、2005 年４月に閣議決定されたものである。 

     （なお、京都議定書目標達成計画は、その実効性を確保するため、「2007 年度に本計画の定

量的な評価・見直しを行い、第１約束期間において必要な対策・施策を 2008 年度から講ず

る」とされており、現在、見直しが行われている。見直し作業の一環として、本年７月に中

間報告がなされたが、その中では、分野別の目標値は設定されていない。） 

     

ⅱ）京都議定書目標達成計画の分野別目標値からの検討 

  京都議定書目標達成計画における、運輸分野の目標値については以下のとおりである。 

 

図表３ 京都議定書目標達成計画における目標値（運輸分野のみ抜粋） 

基準年 

（1990 年度） 

2010 年度の各部門の目安としての

目標 

2006 年度速報値 

 

Ａ Ｂ （Ｂ－Ａ）/Ａ Ｃ （Ｃ－Ａ）/Ａ 

百万 t-CO2 百万 t-CO2 基準年比増減率 百万 t-CO2 基準年比増減率 

２１７ ２５０ （＋１５．１％） ２５４ （＋１７．０％） 

                       

    仮に、２５４百万トン（2006 年度）からの削減を考えると、 

２５０百万トン                →  ２％削減 

       ２１７百万トン                →  15％削減 

       ２０８百万トン（２１７百万トンの６％削減）  →  18％削減 
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     ＊運輸分野には旅客も含まれている。また、エコドライブだけで目標値を達成する計画とは

なっていない。 

 

ⅲ）京都議定書目標達成計画の個別施策からの検討 

   自動車交通量対策の中にエコドライブ普及促進があり、削減目標値としては、約 130 万ト

ン（バス等も含めた値）となっている。 

   ただし、具体的には、「エコドライブ関連機器の普及」を施策としていて、１台あたり 15％

のＣＯ２排出量削減で試算している。 

 

（３）関東運輸局、神奈川県及び（社）神奈川県トラック協会実施の調査 

   参考資料３を参照すると、前年度からの改善率として、1.4％ 

 

（４）チームマイナス６％ 

 

３．目標値について（素案） 

  目標値として、以下の値が考えられる。 

 

図表４ 目標値として考えられる値とメリット、デメリット 

 メリット デメリット 

案１ 

神奈川県調査の燃費値

＋●％を目標値とする。 

 

・実績に即した値であることから、

活動に結びつきやすい。 

 

・平均値であることから、既に達成して

いる会社も想定される。 

・走行条件との関係があり、一律で決定

できるか疑問 

案２ 

１％改善 

 

 

 

・省エネ法の法的義務であり、理

解が得やすい 

 

 

・省エネ法の“１％”削減そのものは、

京都議定書とのかかわりがある数字

ではない。 

案３ 

16％改善 

 

 

・京都議定書との同期（基準年値）

 

 

・既に実施済の企業にとって、現実的な

数字かどうか。 

案４ 

６％改善 

 

 

・チームマイナス６％と同期した

数字 

 

・既に実施済の企業にとって、現実的な

数字かどうか。 

案５ 

○％改善 

（○は各社で指定） 

 

・各社の事情で設定できるため、

最も理解は得やすい 

 

・活動体としての目標？ 

 

以 上 



 

４ 

                   

「ロジスティクス環境宣言」 

ロジスティクス環境会議およびそのメンバーは、循環型社会を実現するため、物流分野

の環境負荷低減を経営の重要課題として認識し、以下の活動に積極的に取り組むことを宣

言する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００６年３月１５日 

社団法人日本ロジスティクスシステム協会 

ロジスティクス環境会議 

 

 

 

１．自らの環境負荷を低減する 

自らの活動によって発生する環境負荷低減の目標を定め、目標達成に向けた 

マネジメントサイクルを推進する。 

 

２．環境負荷低減に取り組む企業を増やす 

関係企業とパートナーシップを築き、共に環境負荷低減に向けた取り組みを推進する。

 

３．情報を発信し、循環型社会の形成に寄与する 

活動を通して明らかになった課題については、企業・行政・団体等の関係者へ情報 

発信を行い、循環型社会の形成に寄与する。 

 

参考資料３ 

2008.1.17 


